
所朝税務堺長等 （フリガナ） 明・大昭
ー→

給与の支払者 あなたの生年月日 平令 年 月 日

の名称（氏 名） あなたの氏名
従たる給与につ

世帯主の氏名 いての扶養控除

給与の支払者
※この

I
申告
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書の提
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出を

I
受けた

I
給与I

の支払

I
者が

I記載し

I
てく
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I 
等申告書の提出

税務堺此 あなたの個人番号 I I I I I I I I I I I （
捉出している場合

）の法人（個人）番号
あなたとの続柄 には、 0印を付け

てくださ い"

給与の支払者 あなたの住所 （郵便番号 ） 配偶者 有・無
市区町村長 の所在地（住 所） 又は居所 の布無

令和7年分 給与所得者の扶養控除等 （異動） 申告書

® 

あなたに源泉控除対象配偶者、障害者に該当する同 一生計配偶者及び扶養親族がなく、かつ、あなた自身が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生のいずれにも該当しない場合には、以下の各欄に記入する必要はありません。

◄ 

（フリガナ） 個 人 番 号 老（昭人31ふ扶1以蓑前親 生族
令和7年中の 非居住者である親族 異動月日及び事由
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親19.
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1.1 生計を一にする事実（平15ふ2 生）
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ら B扶養親族 昭•平 口特定扶養親族 円

控 (16歳以上） 口同居老親等 口
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□
留
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円以上の支払を 3 
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万

？； 
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3
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4 I I I I I I I I I I I □ その他
者円以上の支払

I 明 ・ 大
昭•平 口特定扶養親族 円

口障害者 五 本人 配同 偶ー者
生（注計2) 扶楚親族 口媒 婦 障害者又は勤労学生の内容（この欄の記載に当たっては、裏面の「2 記載についてのご注慈」の(9)をお読みください。） 異動月日及び事由

障害者、寡婦、 ー舟生の叩害者 （人） 口ひとり親
Cひとり親又は 特 別 障 害 者 （人）

勤労学生 口勤労学生 （

注
）
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る配偶者 （ 膏色 事業専従者として給与 の

同 居特別障害者 ／ （人）
事業専従者 を 除き ます 。 ）で、令和7年中 の

上の該当する狽II及び梱にチェックを付け、（ ）内には該当する扶必親族の人数を品入してください。

氏 名
あなたとの

生 年 月 日 住 所 又 は 居 所
控除を受ける他の所得者

異 動 月 日 及 び 事 由
他の所得者が 続 柄 氏 名 あな たとの続柄 住所又は居所
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平 ・ 令
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記載のしかた は こちら

響率箪
〇住民税に関する事項（この欄は、地方税法第45条の3の2及び第317条の3の2に基づき、給与の支払者を経由して市区町村長に提出する給与所得者の扶養親族等申告書の記載欄を兼ねています。）

氏（フリガナ名） 
個 人 番 万ロ あ

のな続
た柄と 生年月 日 住 所 又 は 居 所 控除対象外国外扶並親族所令得和

の7見年稲額中（※
の
） 異動月日及び’ji由（故当する場合は0印を付けてください。 ） ※所
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積麟7
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中
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16歳未満の
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平
扶養親族 I I I I I I I I I I I ＾ p 円

（平22.1.2以後生） 平2 
1 1 1 I 1 1 1 I r 1 1 ＾ 1 円

退職手当等を有する
氏（フリガナ名） 

個 人 番 号 あ
のな続

た柄と 生年月 日 住所又は居所 非1，叶項住目 行である親 族 所令得和
の
7見年精額 中(※

の) 障区害者分 異動月日及び事由 森帥又はひとり親（該当する にチェックを付けてくださいa )
配 偶 者・扶養親族 明•大·昭 口配偶者

円
口
□一特般別 口ロ 寡婦

I I I I I I I I I I I 平·令
． ． □30哉未汎又は70/&以上口留学 ひと り親口蹄害者 □38万円以上の支払

芝
虎の門病院

2 0
　

0
　

0
　

1
　

0
　

0
　

5
　

0
　

5
　

92
　

5

港区虎ノ門2-2-2

職員番号＿＿＿＿＿＿＿



（
源
泉
徴
収
票
・

勤
労
学
生
の
証
明
書
・

親
族
関
係
書
類
・

留
学
ビ
ザ
等
書
類
・

送
金
関
係
書
類
•

38
万
円
送
金
書
類
の
添
付
箇
所）

1 申告についてのご注意
(1) この 申告書は、 令和7年 の 最初 の給 与の 支払を 受ける日の 前日 ま で に 、給与 の 支払者に提出してください。
(2) この 申告書に記載すべき事項が 令和 6 年 においてそ の給 与の 支払者を 経由し て提出した申告書に 記載した事項 から異動がない

場 合には、そ の 記載すべき事項に 代えて「異動が ない 」旨 を 記載した申告書（ 以下「簡易な申告書」 と いい ます。） を 提出する
こ と が でき ます。簡易な申 告瞥 の提出に 当たっ ては、国税庁ホ ー ムペー ジ に 掲載している、 記載 の しか た（ 記載例） を ご確認く

ださい（表面 の 二 次元コ ー ドからもご確認いただ けます。）。
(3) この 申{'f5ilfの 提出後 、記戦内容にi'�!111)があったときは、 別 に 狐動申作押を提 出する か 、あるいはこの 申作秤の 該 当項IIを異動後

の内容 に 補正してください。
(4) 2 か 所 以上 から給 与の 支払を 受け、1 か 所 から受ける給 与 だ け で は源泉控除対象配偶者について控除 を 受ける配偶者 （特別 ）

控除や扶養控除、 障害 者 等の控除の
全額 が 控除しきれない場合には、源泉控除対象配偶者 や控除対象扶養親族を 分 け て 他の給 与

の支払者に 「従た る 給与についての扶養控除等申告嘗」 を提出す る こと が できます。
(5) 年末調整において、基礎控除又は 配偶者（ 特別 ）控除の 適用 を 受ける場 合に は、 所 要 の 事項を 記載した 「 給 与 所得者の 基礎控除

申 告書」 又は「給 与 所 得者の 配偶者控除等申告書」 を 作成 し、令和7年 の 最後の 給与の支払 を 受ける日の前日 ま で に給 与の支払者

に提出する必淡 があり ます。

2 記載についてのこ＇注意
(1) この 申作秤 を 前劫な申fti料として提出する場合には、 「あなたの 氏名」、「あなたの 住 所 又は｝汁所」及び 「あなたの 個 人 番サ」欄

を 記載し、前 年 に提出した申告書に 記載した事項 から異動がない旨 を 余白等 に 記載してください。
(2) 「あなた の 個 人 番号」及び 「個 人番号」欄 に は、それ ぞれ、あなた、源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、 年齢16歳未満

の 扶養親族又は退職手当等 を 有する配偶者・扶養親族の マイナンバー （個 人番号） を 記載する必要 があり ます が 、一 定 の 要件 の下、
マイナンパー （個 人番号）の 記載 を 要しない場 合 があり ますの で 、給 与の 支払者に 確認してください。

(3) 「給 与の 支払者の 法 人 （個人 ）番号」欄には、この申告晋 を 受理した給 与の 支払者 が 、給 与の 支払 者の法 人番号又はマイナンパー

（個 人番号） を 記載してください。
(4) 「主たる 給与」 と は、こ の 申作神 を 提 出した給抒 の 支払者 から受け る給 廿 を いい、「 従 た る 給・任」 とは、 それ 以外の給 廿 の 支払

者 から受け る 給与 を いい ます。
(5) 控除対象扶養親族 が 同居老親等である場 合には、「老人 扶養親族 」欄の 「 同居老親等 」 に 、 同居老親等 以外の 老 人 扶養親族であ

る ときは「そ の 他」 にチェック を 付 けてください 。
また、 控除対象扶養親族が 特定扶養親族である場 合に は、「特定扶養親族 」欄にチェック を 付けてください。

(6) 「 令和7年中の 所得の 見 積額 」欄 に は、 収入金額等から必要経
費
等 を 差し引 いた金額 を 記入してください。この 場 合、 所得の 種

類 が給 与である場 合には、 収入金額 から給 与所得 控除額（例えば収入金額 が 161万 9千 円 未満の 場 合には5 5万 円（収入金額 を 限
度とし ます。） ） を 淡し引いた金額 が給’j• の 所 得 の 金額となります。

なお、非課税とされ る巡族年 金など の 所得、源泉 分離 課税が 適用され る利
子

、確定申 告を しないこと を 選択した上 場株式等 の

配当等など につい ては、源泉控除対象配偶者や扶養親族等の判定の 基礎 と なる 所 得には含 まれ ません。
(7) 源泉控除対象配偶者 が非居住者（注）である場 合には、「非居住 者である親族 」欄に0印 を 付けてください 。 また、控除対象扶養

親 族 が非l沖住者であり、その非ll'｝住者の 年齢 が 16 歳以上 30 歳未満又は70 歳以上である場 合に は、「非l,,｝住者である条雌族 」欄の

「16歳以上30歳未満又は70歳以上 」 に チェック を 付け 、 そ の非居住 者の 年齢 が 30歳以上70歳未満で一 定 の 要件 を 満たす 人 （下
記4⑤口い）に該当する 人 ） である場 合に は、「非居住 者である親族」欄の 「留一学」、「障害 者 」 又は 「 3 8万 円 以上 の 支払 」の うち該

当する項目 に チェック を 付 けてください (2 以上の項目 に 該当する場合、 いすれ か 1つ に チェック を 付けてください。）．
0

（注）「非居住者 」 と は、 国内 に 住 所 を 有せず 、 かつ、現在 ま で 引き 続 いて1年 以上国内に 居 所を 有しない人 を いい ます。
(8) 「生計を一にする事実 」欄には、控除対象扶養親族 が非居住者である場 合に 、 年末調整時 に 、 令和7年中にその 親族に 送金等 を

した金額 の 合 計額 を 記載してください。
(9) 「障害 者 又は 勤労学生の内容 」欄には、そ れ ぞれ

次

の 事項を 記載してください。
イ 障害 者（ 特別障害 者 ）…… 障害 の 状態又は交付 を 受けている手帳など の 種類 と 交付年 月 日、障害 の 程度（障害 の 等級）など

の 障害 者（特別障害 者 ） に 該当する事実。その 人 が 同一 生 計 配偶者又は扶養親族の 場 合には、 併せてそ の 人 の 氏名（特別障害
者である ときは同居 の 有無）、マイナンパー（個 人番号）園、 住 所 又は 居 所 、生 年 月 日、あなた と の 続柄及び令和7年中 の 所得

の 見種額（ これら の 事項のうち「源泉控除対象配偶者 」欄、「控l徐対象扶養親族」欄又は「 住民税に関 する事項」欄 に 記載して
い る事項につい ては、 氏名 を 除き、記載 を 省略でき ます。）

また、 当該同一生計配偶者又は扶養親族が非居住者である場 合には、そ の 旨及び令和7年中 に その 同一生計配偶者又は扶養
親族に送金等 を した金額の 合 計額（送金等 を した金額 の 合 計 額は、 年末調整時に記載し ます。）

（注）一定 の 淡件 の下、マイナンパー （個 人 帯·}J・ ） の 記載 を ）災しない場 合 があり ます の で 、給抒 の 支払者に確認してください。ロ 勤労学生••••••学校名 と入学年 月 日及び令和7年中 の 所 得 の 種 類 と そ の見稲額
（注）寡婦又は ひとり親に該当する 人 については、この 欄の 記載 を 要し ません。

(10) あなたの 同一 生 計内に 所 得 者 が 2人 以上いる ときは、あなた の 扶養親族等 （ 控除対象 配偶者、 控除対象扶養親族又は障害 者で
ある同一生 計配偶者若しくは 年齢16歳未満の 扶養親族をいい ます。） を 他の所 得者の 扶養親族等 と したり、 また、そ の 生計内 の

扶養親族等 を 分 けて控除 を 受けたりすること が でき ます。この よう な場 合に は、そ の 扶疵親族等 の 氏名など を 「D」欄に 記載し
てください。

(ll) 「住民税 に 1処する2Ji• 項」欄は、①扶迷親 族の うち年齢16歳未満の 人 を 布する場 合及び②退職手 当球（源泉徴収されるもの に限り
ます。 以下(1�に おいて同

じ

で す。）の 支払 を 受ける 配偶者（ 退職 所
得を 除く所得の 見 積額 が133 万

円 以下である 人 に限り ます。）又
は扶養親族を 有する場合並び に③寡婦又は ひ と り親に該当する場 合（ 退職手当等 の 支払を 受ける扶養親族を 有する場 合に 限り ま

す。）に記載し てください（住民税で は、扶養親族等 の 要件 とされ る 所得の 金額 には退職 所 得 の 金額は含めないこ と とされてい ま

す。）。退職手当等 の 支払を 受ける 年齢16歳未満の 扶養親族につい て、退職 所得を 含む 所 得 の 見 積額 が48万 円を 超える場 合に は、
「16歳未満の 扶養親族 」欄は記載せず、「退職手当等 を 有する 配偶者 ・ 扶養親族」欄の み記載し ます。 また、「 控除対象外国外扶養
親族」欄又は 「非居住者である親族」欄 を 記載した場 合に は、下記3(2) の 確認書類 を 令和 8 年3月16日 ま で に 住 所 所在地 の 市

区
町村 に 提 出しな ければ ならない場 合 があります。「住民税に関する事項」欄につい て、ご不明な点などがありましたら、 お住 まい
の 市区町村へお塁ねください。
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扶蓑親族等の範囲

3 添付書類
(1) 年 の中途で就職した人 で 前職のある 人 は、前の 勤務先から交付を受けた源泉徴収票などを 、 また、 年 の 中途で 従 たる給 与 を 主

たる給 与 に 変更 した 人 は、変更前の 主たる給 与支払者 から交付を 受けた源泉徴収票など を 添付してください。
(2) 以下に 掲げる親族が非居住者 である場 合に必要な添付誉類等 の 手続の詳細は 、 国税庁ホ ー ムペー ジに掲載している「非居住 者

である親族について扶養控除等 の 適用 を 受ける 方へ 」 を ご確認ください。 回蹄臨回
イ 扶養控除又は障害 者控除の 適用 を 受ける扶養親族 ［非居住 者 である親族についてロ 源泉控除対象配偶者 であ る 配偶者 扶養控除等 の 適用 を 受け る 方へ

】ハ
節祁者控除の 適用 を 受け るlitl一 生計配偶者

(3) あなた が 、 勤労学生である場 合（ 専
修
学校 、 各種学校 の 生

徒

や職業訓練法 人 の 訓練 生の 場合に限り ます。） に は、文部科学大臣
又は厚生労働大臣の証明審の写し と 学校長又は職業訓練法人 の 代表 者の 証明瞥 を 添付してください。
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東京都港区虎ノ門○－○－○－○○○

令和6年1月以降扶養親族に異動が生じる場合には、この用紙を提出すると共に他の手続きもありますのでご連絡ください。

職員番号を必ず記入してください。

◆給与収入がある場合◆

源泉徴収票を提出して頂く場合があります。

◆年金収入のある場合◆

支給金額の確認できるものを提出してください。

平成３０年より、扶養控除対象者の収入の上

限金額は、配偶者と配偶者以外で異なりますの

でご注意ください。

◆配偶者の場合 １５０万円以内

※自身の給与所得者の収入が１，０９５万円を超える場

合は、源泉控除の対象外です（記入しないでください）。

◆配偶者以外の場合 １０３万円以内

また、既に提出頂いている令和6年扶養控除

等申告書で扶養としている方の、令和6年中の

収入金額が上記の収入金額を超えてしまった場

合は、今回の年末調整の際に控除対象者から外

さなくてはなりませんので、職員課給与係まで

早急にご連絡ください。

(注)年末調整後、扶養控除対象者数の変更等があっ

た場合、追徴税が課せられる場合があります。

本 人

53 5 20

105 0001

東京都港区虎ノ門○－○－○－○○○

虎の門 花子 60 6 21
300,000

0

同 上

22

23

ㇾ

0

個人番号（マイナンバー）は、

記入しないでください。

ﾄﾗﾉﾓﾝ ﾊﾅｺ

ﾄﾗﾉﾓﾝ ｲﾁﾛｳ

虎の門 太郎

ﾄﾗﾉﾓﾝ ﾀﾛｳ

◆障害者がいる場合◆

・該当欄に印（✔）を記入して下さい。

・扶養親族の場合は、人数を記載して下さい。

※年齢16歳未満（平成22年1月2日以後生）も対象となります。

・右の欄に氏名や該当する内容を記載して下さい。

ㇾ

ㇾ

25

1

400,000

同 上

同 上

虎の門 寅雄 身体障害者3級 身体障害者手帳 平成25年4月11日交付

現在の住民票がある住所を記入してください。

（注）転居をしていても住民票を異動していなければ、転居

前の住所を記入して頂くことになります。

この住所地によって住民税課税地が決まります。

13 7
虎の門 一郎

虎の門 明子
17 8

ﾄﾗﾉﾓﾝ ｱｷｺ

子

子

虎の門 寅雄

ﾄﾗﾉﾓﾝ ﾄﾗｵ

父 14 9

子 9 24 東京都港区虎ノ門○－○－○－○○○ 0
ﾄﾗﾉﾓﾝ ｼﾞﾛｳ

別紙１

この用紙は扶養親族の有無に関わらず必ず全員（臨時職員・夜勤専門看護師を含む）提出してください。
※提出がない場合、乙欄課税（高い税率）となります。

虎の門 太郎

虎の門 次郎

16歳未満(平成22年1月2日以降生)の

扶養親族はこちらに記入してください。

【注意】
ひとり親の方、夫と離婚・死別した方は
別紙２をご確認ください。

☆転居されている方は、別途住所変更の手続きが必要ですので、職員課給与係にお声掛けください。

詳しくは「令和7年分 給与所得者の扶養
控除等（異動）申告書」裏面をご覧ください。

１１１１１

〇

〇

〇

〇

〇

注意

〇2




